
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハラスメント相談・対応フロー図 

  ③報告 

 

 

 

 
【相談者】 

ア 職員、有期雇用職員 

イ 学生 

ウ 他の団体から本学へ

派遣されている職員 

①苦情の申出・相談 

 ②対応メニューの

提示 
・カウンセリング希望 

・対応措置希望 

・処分希望 

【人事委員会】 

④調査等の実施 
・事実調査 

・対応措置の通知 

・処分の審査を要請 

⑥対応措置 
・ハラスメント

行為の中止 

・適切な解決策 

 

【相手方】（当該ハラスメント行為を行った職員等） 

 

【相談員】 

事務職員 

教員 

 

【相談窓口】 

総務課 

学務課 

学科等 

【教育研究審議会】 

及び 

【理事会】 

⑨処分の決定 

【理事長】 

⑧審査の付議 

 

⑦処分の審査を要請 

⑩処分 
・懲戒処分 

・降任処分等 

  

【関係部署等】 

 
⑤対応措置の通知 

⑪対応状況

の報告等 
・カウンセリン 

グ機会の提供 

・対応措置、処分

等の報告 

・補償の実施等 

 


